
長期履修学生制度について 

 

東京大学大学院薬学系研究科 

 

「長期履修学生制度」とは、職業を有している等の事情により、標準修業年限内での大

学院の教育課程の履修が困難であると認められる者に限り、標準修業年限を超えて計画的

な履修を立てることができる制度です。修士課程においては、標準修業年限 2年を、3年又

は 4年として、博士後期課程においては、標準修業年限 3年を、4年、5年又は 6年として、

薬学博士課程においては、標準修業年限 4年を、5年、6年又は 7年として、計画的に履修

することができます。本研究科における「長期履修学生制度」の取扱要領は下記のとおり

ですのでご参照ください。 

この制度では、標準修業年限の授業料の総額を長期履修期間として認められた年数で支

払うことになります。例えば、修士課程において 3年間の長期履修が認められた場合、2年

分の授業料の総額を 3年で除した額が授業料の年額となります 

本制度の詳細な資料をご希望の方は、本研究科教務チームへお問い合わせください。 

なお、申請期間等は以下のとおりです。 
 

申請期間（予定）： 

○2024年 10月入学 ： 2024年 8月 29日（木）～2024年 9月 6日（金） 

○2025年 4月入学 ： 2025年 3月 7日（金）～2025年 3月 14日（金） 

申請場所：東京大学薬学部教務チーム 

 

記 

 

１ 申請資格 

  東京大学大学院薬学系研究科（以下「本研究科」という。）において、東京大学大学院 

 学則第２条第７項に基づく「長期にわたる教育課程の履修制度（以下「長期履修学生制 

度」という。）に申請できる者は、次のいずれかに該当する者とする。 

  ただし、既に本研究科に在学している者への(2)又は(3)の適用については、原則として、 

 在学期間（休学期間を除く。）が修士課程では１年未満、博士後期課程では２年未満、薬

学博士課程では３年未満である場合に限るものとする。 

 (1) 新たに本研究科に入学（進学を含む。）する者で、入学後も引き続き官公庁・企業等 

  に在職している者（給与の支給を受け、職務を免除されている者を除く。）や自ら事業 

  を行っている者などのフルタイムの有職者 

   アルバイトやパートタイムに従事する者についても、除外するものではないが、修 

学に影響を与えない範囲での軽微なアルバイトやパートタイムに従事する者について 

は、認められない。 

 (2) 出産、育児又は親族の介護を行う必要がある者 

   親族の介護の範囲については、「学生の休学の基準」及び「学生の休学の基準に関す 

る要介護者及び社会に貢献する活動の範囲について」を準用する。 



 (3) 視覚、聴覚、肢体その他の障害があるため長期にわたり修学に相当な制限を受けると 

  認められる者 

２ 申請手続 

  本研究科長期履修学生への申請を希望する者は、指導教員（予定を含む。）の許可を得 

 て、次の書類を提出し、研究科長に願い出るものとする。 

 (1) 長期履修学生申請書（所定様式） 

 (2) 長期履修計画書（所定様式） 

 (3) 在職証明書（申請資格(1)による申請者のみ） 

 (4) その他必要と認める書類 

３ 申請期間 

 (1) 新たに本研究科に入学（進学を含む。）する者は、原則として、本研究科が指定する 

  期間内に申請手続を行わなければならない。 

 (2) 既に本研究科に在学している者で申請資格(2)又は(3)による者は、原則として、学年 

  終了月の２か月前までに申請手続を行わなければならない。 

４ 許可 

  長期履修学生の許可は、就業、出産、育児又は介護の形態や計画、障害の程度や状態 

 又はリハビリテーションの状況、履修計画を教務委員会において十分審査のうえ、本研 

究科教育会議の議を経て研究科長が行う。 

５ 開始時期 

  長期履修の開始時期は、原則として、学年の初めとし、学年の中途から開始すること

はできない。ただし、10月入学者については、10月を開始時期とする。 

６ 期間の変更 

  長期履修学生として許可された者が、長期履修の期間を変更する必要が生じた場合は、 

 指導教員（予定を含む。）の許可を得て、原則として、学年終了月の２か月前までに本研 

 究科が指定する書類を提出し、変更申請手続を行わなければならない。 

７ 期間の変更許可 

  長期履修の期間の変更許可は、申請書類等を教務委員会において審査のうえ、本研究 

 科教育会議の議を経て研究科長が行う。 

８ 長期履修学生に係る授業料の額 

  長期履修学生に係る授業料の額は、「東京大学における検定料、入学料及び授業料等の 

 費用に関する規則」によるものとする。 

 

○問い合わせ・連絡先 

東京大学薬学部教務チーム 

Eメール  gakuin1@mol.f.u-tokyo.ac.jp 

電    話  03-5841-4704（午前 10時～午後 5時（12～13時を除く）） 
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